
函館市訓令第４号 

 

                        所 中 一 般 

                        関 係 各 所 

 函館市保有個人情報等の適切な管理のための措置に関する規程（令和

５年函館市訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年３月３１日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

 第２条第６項中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改める。  

 第１２条第６号中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。  

   附 則 

この訓令は，令和７年４月１日から施行する。 


